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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１油圧アクチュエータと、前記第１油圧アクチュエータから排出された戻り油により
駆動する回生用油圧モータと、前記回生用油圧モータと機械的に連結された第１油圧ポン
プと、前記第１油圧アクチュエータ及び／または第２油圧アクチュエータを駆動する圧油
を吐出する第２油圧ポンプと、前記第１油圧ポンプが吐出した圧油を前記第２油圧ポンプ
が吐出した圧油に合流させる合流管路と、前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプか
らの圧油の流量を調整可能とする第１調整器と、前記第２油圧ポンプの吐出流量を調整可
能とする第２調整器と、前記第２油圧ポンプの推定ポンプ流量信号が入力され、前記推定
ポンプ流量信号に応じて前記第１油圧ポンプと前記第２油圧ポンプとから吐出される圧油
の流量をそれぞれ算出し、算出した流量に応じて前記第１調整器と前記第２調整器とに制
御指令を出力する制御装置とを備えた作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記制御装置は、入力された前記第２油圧ポンプの推定ポンプ流量信号に応じて要求ポ
ンプ流量を算出し、前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプからの圧油の流量が前記
要求ポンプ流量以下になるように前記第１調整器へ制御指令を出力する第１演算部と、
　前記要求ポンプ流量から前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプからの圧油の流量
を減算して算出し、この算出した目標ポンプ流量になるように前記第２調整器へ制御指令
を出力する第２演算部とを備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧ポンプ及び前記回生用油圧モータと機械的に連結された電動機と、前記電
動機の回転数を調整可能とする第３調整器と、
　前記第１油圧アクチュエータを操作するための操作装置と、
　前記操作装置の操作量を検出する操作量検出器とを更に備え、
　前記制御装置は、前記操作量検出器が検出した前記操作装置の操作量を取り込み、前記
操作量に応じて前記第１油圧アクチュエータから排出された戻り油により前記回生用油圧
モータに入力される回収動力を算出し、前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプから
の圧油の流量を供給するのに必要な要求アシスト動力を算出し、前記回収動力と前記要求
アシスト動力を超えないように目標アシスト動力を設定し、前記目標アシスト動力となる
ように前記第２調整器と前記第３調整器へ制御指令を出力する第３演算部を備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧アクチュエータと前記回生用油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部
から分岐して前記第１油圧アクチュエータからの戻り油をタンクに排出するための排出回
路と、
　前記排出回路に設けられ、前記排出回路の連通／遮断を切替える切換弁と、
　前記第１油圧アクチュエータを操作するための操作装置と、
　前記操作装置の操作量を検出する操作量検出器とを更に備え、
　前記制御装置は、前記操作量検出器が検出した前記操作装置の操作量を取り込み、前記
操作量に応じて前記切換弁に遮断指令を出力する第４演算部を備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧アクチュエータと前記回生用油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部
から分岐して前記第１油圧アクチュエータからの戻り油をタンクに排出するための排出回
路と、
　前記排出回路に設けられ、前記排出回路の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、
　前記制御装置は、前記回収動力が前記電動機の最大動力を上回らないように、前記第１
油圧アクチュエータから排出される動力を前記排出回路に分配するように前記流量調整手
段に制御指令を出力する第５演算部を備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧アクチュエータと前記回生用油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部
から分岐して前記第１油圧アクチュエータからの戻り油をタンクに排出するための排出回
路と、
　前記排出回路に設けられ、前記排出回路の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、
　前記制御装置は、前記回収動力が前記電動機の最大動力と前記要求アシスト動力との合
計値を上回らないように、前記第１油圧アクチュエータから排出される動力を前記排出回
路に分配するように前記流量調整手段に制御指令を出力する第６演算部を備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧アクチュエータと前記回生用油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部
から分岐して前記第１油圧アクチュエータからの戻り油をタンクに排出するための排出回
路と、
　前記排出回路に設けられ、前記排出回路の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、
　前記制御装置は、前記回生用油圧モータに入力可能な最大流量を上回らないように、前
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記第１油圧アクチュエータから排出される動力を前記排出回路に分流するように前記流量
調整手段に制御指令を出力する第７演算部を備えた
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記合流管路から分岐しタンクと連通する排出管路と、
　前記排出管路に設けられ前記第１油圧ポンプからの圧油の一部又は全部をタンクにブリ
ードオフ可能とするブリード弁とを備え、
　前記第１調整器は、前記ブリード弁の開口面積を調整可能とする電磁比例弁である
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第１油圧ポンプは可変容量型油圧ポンプであって、
　前記制御装置は、前記可変容量型油圧ポンプの容量を制御可能に構成した
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の作業機械の圧油エネルギ回生装置において、
　前記第２油圧ポンプは可変容量型油圧ポンプであって、
　前記制御装置は、前記可変容量型油圧ポンプの容量を制御可能に構成した
　ことを特徴とする作業機械の圧油エネルギ回生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業機械の圧油エネルギ回生装置に係り、さらに詳しくは、油圧ショベル等
の油圧アクチュエータを備えた作業機械の圧油エネルギ回生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　作業機械において、場積をとらず限られたスペースに配設できるようにし回収したエネ
ルギの利用用途を広げることができる圧油のエネルギ回収装置及び圧油のエネルギ回収・
再生装置を提供することを課題として、油圧アクチュエータからの戻り圧油により駆動す
る油圧ポンプモータと、油圧ポンプモータの駆動力で発電する電動モータと、電動モータ
の発電した電力を貯蓄するバッテリとを備えたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１３６８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来技術によれば、圧油のエネルギをバッテリに電気エネルギとして貯蓄する
ので、アキュムレータ等で圧油のエネルギを貯蓄する場合に比べて、大きな場積を必要と
しないという利点がある。
【０００５】
　しかし、従来技術の作業機械の場合、圧油のエネルギを一度電気エネルギに変換してバ
ッテリに蓄えるため、回収時と利用時の損失が大きくなり、エネルギを有効に利用できな
いという課題がある。
【０００６】
　すなわち、油圧アクチュエータの戻り油のエネルギをバッテリに蓄える際には、油圧ポ
ンプモータの損失、電動モータの損失、バッテリの充放電損失が発生するので、これらの
損失の合計分を減したエネルギがバッテリに蓄えられる。また、バッテリに蓄えられたエ
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ネルギを利用する際にも、バッテリ、電動モータ、油圧ポンプモータの損失が発生する。
このため、従来技術を適用した作業機械においては、回収から利用までの間の損失を考慮
すると、回収利用可能なエネルギの約半分を損失として失う場合もあると考えられる。
【０００７】
　本発明は、上述の事柄に基づいてなされたもので、その目的は、油圧アクチュエータか
らの戻り圧油を効率的に利用できる作業機械の圧油エネルギ回生装置を提供するものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、第１の発明は、第１油圧アクチュエータと、前記第１油
圧アクチュエータから排出された戻り油により駆動する回生用油圧モータと、前記回生用
油圧モータと機械的に連結された第１油圧ポンプと、前記第１油圧アクチュエータ及び／
または第２油圧アクチュエータを駆動する圧油を吐出する第２油圧ポンプと、前記第１油
圧ポンプが吐出した圧油を前記第２油圧ポンプが吐出した圧油に合流させる合流管路と、
前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプからの圧油の流量を調整可能とする第１調整
器と、前記第２油圧ポンプの吐出流量を調整可能とする第２調整器と、前記第２油圧ポン
プの目標容量指令が入力され、前記目標容量指令に応じて前記第１油圧ポンプと前記第２
油圧ポンプとから吐出される圧油の流量をそれぞれ算出し、算出した流量に応じて前記第
１調整器と前記第２調整器とに制御指令を出力する制御装置とを備えた作業機械の圧油エ
ネルギ回生装置において、前記制御装置は、入力された前記第２油圧ポンプの目標容量指
令に応じて要求ポンプ流量を算出し、前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプからの
圧油の流量が前記要求ポンプ流量以下になるように前記第１調整器へ制御指令を出力する
第１演算部と、前記要求ポンプ流量から前記合流管路を流通する前記第１油圧ポンプから
の圧油の流量を減算して算出し、この算出した目標ポンプ流量になるように前記第２調整
器へ制御指令を出力する第２演算部とを備えたものとする。
【０００９】
　また、第２の発明は、第１の発明において、前記第１油圧ポンプ及び前記回生用油圧モ
ータと機械的に連結された電動機と、前記電動機の回転数を調整可能とする第３調整器と
、前記第１油圧アクチュエータを操作するための操作装置と、前記操作装置の操作量を検
出する操作量検出器とを更に備え、前記制御装置は、前記操作量検出器が検出した前記操
作装置の操作量を取り込み、前記操作量に応じて前記第１油圧アクチュエータから排出さ
れた戻り油により前記回生用油圧モータに入力される回収動力を算出し、前記合流管路を
流通する前記第１油圧ポンプからの圧油の流量を供給するのに必要な要求アシスト動力を
算出し、前記回収動力と前記要求アシスト動力を超えないように目標アシスト動力を設定
し、前記目標アシスト動力となるように前記第２調整器と前記第３調整器へ制御指令を出
力する第３演算部を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　さらに、第３の発明は、第１の発明において、前記第１油圧アクチュエータと前記回生
用油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部から分岐して前記第１油圧アクチュエータ
からの戻り油をタンクに排出するための排出回路と、前記排出回路に設けられ、前記排出
回路の連通／遮断を切替える切換弁と、前記第１油圧アクチュエータを操作するための操
作装置と、前記操作装置の操作量を検出する操作量検出器とを更に備え、前記制御装置は
、前記操作量検出器が検出した前記操作装置の操作量を取り込み、前記操作量に応じて前
記切換弁に遮断指令を出力する第４演算部を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、第４の発明は、第２の発明において、前記第１油圧アクチュエータと前記回生用
油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部から分岐して前記第１油圧アクチュエータか
らの戻り油をタンクに排出するための排出回路と、前記排出回路に設けられ、前記排出回
路の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、前記制御装置は、前記回収動力が前記電
動機の最大動力を上回らないように、前記第１油圧アクチュエータから排出される動力を



(5) JP 6152473 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

前記排出回路に分配するように前記流量調整手段に制御指令を出力する第５演算部を備え
たことを特徴とする。
【００１２】
　更に、第５の発明は、第２の発明において、前記第１油圧アクチュエータと前記回生用
油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部から分岐して前記第１油圧アクチュエータか
らの戻り油をタンクに排出するための排出回路と、前記排出回路に設けられ、前記排出回
路の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、前記制御装置は、前記回収動力が前記電
動機の最大動力と前記要求アシスト動力との合計値を上回らないように、前記第１油圧ア
クチュエータから排出される動力を前記排出回路に分配するように前記流量調整手段に制
御指令を出力する第６演算部を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、第６の発明は、第１の発明において、前記第１油圧アクチュエータと前記回生用
油圧モータとを接続する管路に設けた分岐部と、前記排出回路に設けられ、前記排出回路
の流量を調整する流量調整手段とを更に備え、前記制御装置は、前記回生用油圧モータに
入力可能な最大流量を上回らないように、前記第１油圧アクチュエータから排出される動
力を前記排出回路に分流するように前記流量調整手段に制御指令を出力する第７演算部を
備えたことを特徴とする。
【００１４】
　更に、第７の発明は、第１の発明において、前記合流管路から分岐しタンクと連通する
排出管路と、前記排出管路に設けられ前記第１油圧ポンプからの圧油の一部又は全部をタ
ンクにブリードオフ可能とするブリード弁とを備え、前記第１調整器は、前記ブリード弁
の開口面積を調整可能とする電磁比例弁であることを特徴とする。
【００１５】
　また、第８の発明は、第１の発明において、前記第１油圧ポンプは可変容量型油圧ポン
プであって、前記制御装置は、前記可変容量型油圧ポンプの容量を制御可能に構成したこ
とを特徴とする。
【００１６】
　更に、第９の発明は、第１の発明において、前記第２油圧ポンプは可変容量型油圧ポン
プであって、前記制御装置は、前記可変容量型油圧ポンプの容量を制御可能に構成したこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、回生用油圧モータに機械的に連結された油圧ポンプを回収したエネル
ギで直接駆動することができるので、エネルギを一旦蓄える際の損失が発生しない。この
結果、エネルギ変換損失を減少できるので効率良くエネルギを利用することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を備えた油圧ショ
ベルを示す斜視図である。
【図２】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を示す駆動制御シ
ステムの概略図である。
【図３】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を構成するコント
ローラのブロック図である。
【図４】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を構成するコント
ローラの第２関数発生器の内容を説明する特性図である。
【図５】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態を示す駆動制御シ
ステムの概略図である。
【図６】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態を構成するコント
ローラのブロック図である。
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【図７】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態を構成するコント
ローラのブロック図である。
【図８】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態を構成するコント
ローラの可変動力制限演算部の内容を説明する特性図である。
【図９】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態を示す駆動制御シ
ステムの概略図である。
【図１０】本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態を構成するコン
トローラのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の実施の形態を図面を用いて説明する
。
【実施例１】
【００２０】
　図１は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を備えた油圧ショ
ベルを示す斜視図、図２は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態
を示す駆動制御システムの概略図である。　
　図１において、油圧ショベル１は、ブーム１ａ、アーム１ｂ及びバケット１ｃを有する
多関節型の作業装置１Ａと、上部旋回体１ｄ及び下部走行体１ｅを有する車体１Ｂとを備
えている。ブーム１ａは、上部旋回体１ｄに回動可能に支持されていて、第１油圧アクチ
ュエータであるブームシリンダ（油圧シリンダ）３ａにより駆動される。上部旋回体１ｄ
は下部走行体１ｅ上に旋回可能に設けられている。
【００２１】
　アーム１ｂは、ブーム１ａに回動可能に支持されていて、アームシリンダ（油圧シリン
ダ）３ｂにより駆動される。バケット１ｃは、アーム１ｂに回動可能に支持されていて、
バケットシリンダ（油圧シリンダ）３ｃにより駆動される。下部走行体１ｅは、左右の走
行モータ３ｄ，３ｅにより駆動される。ブームシリンダ３ａ、アームシリンダ３ｂ、及び
バケットシリンダ３ｃの駆動は、上部旋回体１ｄの運転室（キャブ）内に設置され油圧信
号を出力する操作装置４、２４（図２参照）によって制御されている。
【００２２】
　図２に示す駆動制御システムは、動力回生装置７０と、操作装置４，２４と、複数のス
プール型方向切換弁からなる制御弁５と、チェック弁６と、電磁切換弁７と、切換弁８と
、第３調整器としてのインバータ９Ａと、チョッパ９Ｂと、蓄電装置９Ｃとを備えており
、制御装置としてコントローラ１００を備えている。
【００２３】
　油圧源装置としては、第２油圧ポンプとしての可変容量型の油圧ポンプ１０とパイロッ
ト圧油を供給するパイロット油圧ポンプ１１とタンク１２とを備えている。油圧ポンプ１
０とパイロット油圧ポンプ１１とは駆動軸で連結されたエンジン５０によって駆動される
。油圧ポンプ１０は第２調整器としてのレギュレータ１０Ａを有していて、レギュレータ
１０Ａは後述するコントローラ１００からの指令により油圧ポンプ１０の斜板傾転角を制
御することで、油圧ポンプ１０の吐出流量を調整する。
【００２４】
　油圧ポンプ１０からの圧油をブームシリンダ３ａ～走行モータ３ｄへ供給する油路３０
には、後述するチェック弁６を介して連結される合流管路としての補助油路３１と各アク
チュエータへ供給する圧油の方向と流量を制御する複数のスプール型方向切換弁からなる
制御弁５と油圧ポンプ１０の吐出圧を検出する圧力センサ４０とが設けられている。制御
弁５は、そのパイロット受圧部へのパイロット圧油の供給により、各方向切換弁のスプー
ル位置を切り換えて、油圧ポンプ１０からの圧油を各油圧アクチュエータに供給して、ア
ーム１ｂ等を駆動している。圧力センサ４０は検出した油圧ポンプ１０の吐出圧を後述す
るコントローラ１００に出力する。
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【００２５】
　制御弁５の各方向切換弁のスプール位置は、操作装置４，２４の操作レバー等の操作に
よって切り換えされる。操作装置４，２４は、操作レバー等の操作により、パイロット油
ポンプ１１から図示しないパイロット一次側油路を介して供給されるパイロット一次圧油
を、パイロット二次側油路を通して制御弁５のパイロット受圧部に供給している。ここで
、操作装置４は第１油圧アクチュエータであるブームシリンダ３ａを操作するものであり
、操作装置２４は第２油圧アクチュエータであるブームシリンダ３ａ以外のアクチュエー
タを操作するものを１つにまとめた形で示している。
【００２６】
　操作装置４は、内部にパイロット弁４Ａが設けられていて、制御弁５のブームシリンダ
３ａの駆動を制御するスプール型方向切換弁の受圧部にパイロット配管を介して接続され
ている。パイロット弁４Ａは、操作装置４の操作レバーの傾倒方向と操作量に応じて制御
弁５のパイロット受圧部に油圧信号を出力する。ブームシリンダ３ａの駆動を制御するス
プール型方向切換弁は、操作装置から入力される油圧信号に応じて位置を切り換えられ、
油圧ポンプ１０から吐出される圧油の流れをその切換位置に応じて制御することでブーム
シリンダ３ａの駆動を制御する。ここで、ブーム１ａが下げ方向に動作するようにブーム
シリンダ３ａを駆動するための油圧信号（ブーム下げ操作信号Ｐｄ）が通過するパイロッ
ト配管には操作量検出器としての圧力センサ４１が取り付けられている。圧力センサ４１
は検出したブーム下げ操作信号Ｐｄを後述するコントローラ１００に出力する。
【００２７】
　操作装置２４は、内部にパイロット弁２４Ａが設けられていて、制御弁５のブームシリ
ンダ３ａ以外のアクチュエータの駆動を制御するスプール型方向切換弁の受圧部にパイロ
ット配管を介して接続されている。パイロット弁２４Ａは、操作装置２４の操作レバーの
傾倒方向と操作量に応じて制御弁５のパイロット受圧部に油圧信号を出力する。該当する
アクチュエータの駆動を制御するスプール型方向切換弁は、操作装置から入力される油圧
信号に応じて位置を切り換えられ、油圧ポンプ１０から吐出される圧油の流れをその切換
位置に応じて制御することで該当するアクチュエータの駆動を制御する。
【００２８】
　操作装置２４のパイロット弁２４Ａと制御弁５の受圧部とを接続する２系統のパイロッ
ト配管には、それぞれのパイロット圧力を検出する圧力センサ４２、４３が設けられてい
る。圧力センサ４２，４３は検出した操作装置２４の操作量信号を後述するコントローラ
１００に出力する。
【００２９】
　次に、回生装置である動力回生装置７０について説明する。動力回生装置７０は、ボト
ム側油路３２と、回生回路３３と、切換弁７と、電磁切換弁８と、インバータ９Ａと、チ
ョッパ９Ｂと、蓄電装置９ｃと、回生用油圧モータとしての油圧モータ１３と、電動機１
４と、補助油圧ポンプ１５と、コントローラ１００とを備えている。
【００３０】
　ボトム側油路３２は、ブームシリンダ３ａの縮短時にタンク１２に戻る油（戻り油）が
流通する油路であり、一端側がブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１に接続されてい
て他端側が制御弁５の接続ポートに接続されている。ボトム側油路３２には、ブームシリ
ンダ３ａのボトム側油室３ａ１の圧力を検出する圧力センサ４４と、ブームシリンダ３ａ
のボトム側油室３ａ１からの戻り油を制御弁５を介してタンク１２に排出するか否かを切
替える切換弁７が設けられている。圧力センサ４４は検出したボトム側油室３ａ１の圧力
を後述するコントローラ１００に出力する。
【００３１】
　切換弁７は、一端側にばね７ｂを、他端側にパイロット受圧部７ａを有し、そのパイロ
ット受圧部７ａへのパイロット圧油の供給の有無により、スプール位置を切り換えて、ブ
ームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１から制御弁５へ流入する戻り油の連通／遮断を制
御している。パイロット受圧部７ａには、パイロット油圧ポンプ１１から後述する電磁切
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換弁８を介してパイロット圧油が供給される。
【００３２】
　電磁切換弁８の入力ポートには、パイロット油圧ポンプ１１から出力される圧油が入力
されている。一方、電磁切換弁８の操作部には、コントローラ１００から出力される指令
信号が入力されている。この指令信号に応じて、パイロット油圧ポンプ１１から供給され
たパイロット圧油の切換弁７のパイロット操作部７ａへの供給／遮断を制御する。
【００３３】
　回生回路３３は、その一端をボトム側油路３２の切換弁７とブームシリンダ３ａのボト
ム側油室３ａ１との間に接続し、その他端を油圧モータ１３の入口に接続している。この
ことにより、当該油圧モータ１３を介してボトム側油室３ａ１からの戻り油をタンク１２
に導いている。
【００３４】
　回生用油圧モータとしての油圧モータ１３は、補助油圧ポンプ１５と機械的に連結され
ている。油圧モータ１３の駆動力によって補助油圧ポンプ１５は回転する。
【００３５】
　第１油圧ポンプとしての補助油圧ポンプ１５の吐出口には、補助油路３１の一端側が接
続されていて、他端側は油路３０に接続されている。補助油路３１には、補助油圧ポンプ
１５から油路３０への圧油の流入を許容し、油路３０から補助油圧ポンプ１５側への圧油
の流入を禁止するチェック弁６が設けられている。
【００３６】
　補助油圧ポンプ１５は第１調整器としてのレギュレータ１５Ａを有していて、レギュレ
ータ１５Ａは後述するコントローラ１００からの指令により補助油圧ポンプ１５の斜板傾
転角を制御することで、補助油圧ポンプ１５の吐出流量を調整する。
【００３７】
　油圧モータ１３は、さらに電動機１４と機械的に連結されていて、油圧モータ１３の駆
動力により発電を行う。電動機１４には、回転数を制御するためのインバータ９Ａ、昇圧
するためのチョッパ９Ｂ、発電した電気エネルギを蓄えるための蓄電装置９Ｃが電気的に
接続されている。
【００３８】
　コントローラ１００には、上述した各圧力センサからの信号の他に、上位コントローラ
である車体制御コントローラ２００によって演算された油圧ポンプ１０の推定ポンプ流量
信号が入力されている。
【００３９】
　コントローラ１００は、圧力センサ４０が検出した油圧ポンプ１０の吐出圧力と、圧力
センサ４１が検出した操作装置４のパイロット弁４Ａの下げ側パイロット圧信号Ｐｄと、
圧力センサ４２、４３が検出した操作装置２４のパイロット弁２４Ａのパイロット圧信号
と、圧力センサ４４が検出したブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１の圧力信号と、
車体制御コントローラ２００からの推定ポンプ流量信号とを入力し、これらの入力値に応
じた演算を行い、電磁切換弁８、インバータ９Ａ、油圧ポンプ用レギュレータ１０Ａ、及
び補助油圧ポンプ用レギュレータ１５Ａへ制御指令を出力する。
【００４０】
　電磁切換弁８はコントローラ１００からの指令信号により切り換えられ、切換弁７にパ
イロット油ポンプ１１からの圧油を送る。インバータ９Ａはコントローラ１００からの信
号により所望の回転数に制御され、補助油圧ポンプ１５及び油圧ポンプ１０はコントロー
ラ１００からの信号により所望の容量に制御される。
【００４１】
　次に、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態の動作の
概要を説明する。　
　まず、図２に示す操作装置４の操作レバーをブーム下げ方向に操作すると、パイロット
弁４Ａからパイロット圧Ｐｄが制御弁５のパイロット受圧部に伝えられ、制御弁５のブー
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ムシリンダ３ａの駆動を制御するスプール型方向切換弁が切換操作される。これにより、
油圧ポンプ１０からの圧油が制御弁５を介してブームシリンダ３ａのロッド側油室３ａ２
に流入する。この結果、ブームシリンダ３ａのピストンロッドは縮小動作する。これに伴
い、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１から排出される戻り油は、ボトム側油路３
２と連通状態の切換弁７と制御弁５とを通ってタンク１２に導かれる。
【００４２】
　このとき、コントローラ１００には、圧力センサ４０が検出した油圧ポンプ１０の吐出
圧信号と、圧力センサ４４が検出したブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１の圧力信
号と、圧力センサ４１が検出したパイロット弁４Ａの下げ側パイロット圧信号Ｐｄと、車
体制御コントローラ２００からの推定ポンプ流量信号とが入力されている。
【００４３】
　このような状態において、オペレータが操作装置４の操作レバーをブーム下げ方向に、
規定値以上に操作すると、コントローラ１００は、電磁切換弁８へ切換指令を、インバー
タ９Ａへ回転数指令を、補助油圧ポンプ１５のレギュレータ１５Ａへ容量指令を、油圧ポ
ンプ１０のレギュレータ１０Ａへ容量指令をそれぞれ出力する。
【００４４】
　この結果、切換弁７が遮断位置に切換り、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１か
らの戻り油は、制御弁５への油路が遮断されるため、回生回路３３に流れ、油圧モータ１
３を駆動してその後タンク１２に排出される。
【００４５】
　油圧モータ１３の駆動力により補助油圧ポンプ１５は回転する。補助油圧ポンプ１５の
吐出した圧油は、補助油路３１とチェック弁６とを介して油圧ポンプ１０の吐出した圧油
と合流する。コントローラ１００は、油圧ポンプ１０の動力をアシストするように補助油
圧ポンプ１５のレギュレータ１５Ａへ容量指令を出力する。コントローラ１００は、補助
油圧ポンプ１５から供給された圧油の流量分、油圧ポンプ１０の容量を低減するようにレ
ギュレータ１０Ａへ容量指令を出力する。
【００４６】
　油圧モータ１３に入力された油圧エネルギの内、補助油圧ポンプ１５で消費しきれなか
った余剰エネルギは、電動機１４を駆動し発電することで費やされる。電動機１４の発電
した電気エネルギは蓄電装置９Ｃに蓄えられる。
【００４７】
　本実施の形態においては、ブームシリンダ３ａから排出された圧油のエネルギは、油圧
モータ１３によって回収し、補助油圧ポンプ１５の駆動力として油圧ポンプ１０の動力を
アシストする。また、余分な動力は、電動機１４を介して蓄電装置９Ｃに蓄える。このこ
とにより、エネルギの有効用と燃費の低減とを図っている。
【００４８】
　次に、コントローラ１００の制御の概要について図３及び図４を用いて説明する。図３
は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を構成するコントローラ
のブロック図、図４は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を構
成するコントローラの制御内容を説明する特性図である。図３及び図４において、図１及
び図２に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【００４９】
　図３に示すコントローラ１００は、第１関数発生器１０１と、第２関数発生器１０２と
、第１減算演算器１０３と、第１乗算演算器１０４と、第２乗算演算器１０５と、第１出
力変換部１０６と、第２出力変換部１０７と、最小値選択演算部１０８と、第１除算演算
器１０９と、第２除算演算器１１０と、第３出力変換部１１１と、第２減算演算器１１２
と、第４出力変換部１１３と、最少流量信号指令部１１４とを備えている。
【００５０】
　第１関数発生器１０１は、図３に示すように、圧力センサ４１で検出した操作装置４の
パイロット弁４Ａの下げ側パイロット圧Ｐｄをレバー操作信号１４１として入力する。第
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１関数発生器１０１には、レバー操作信号１４１に対する切換開始点が予めテーブルに記
憶されている。
【００５１】
　第１関数発生器１０１は、レバー操作信号１４１が切換開始点以下の場合にはＯＦＦ信
号を、切換開始点超過の場合にはＯＮ信号を、第１出力変換部１０６に出力する。第１出
力変換部１０６は、入力信号を電磁切換弁８の制御信号に変換し、電磁弁指令２０８とし
て電磁切換弁８に出力する。このことにより、電磁切換弁８が動作し、切換弁７が切換え
られ、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１の油は、回生回路３３側に流入する。
【００５２】
　第２関数発生器１０２は、下げ側パイロット圧Ｐｄをレバー操作信号１４１として一の
入力端に入力し、圧力センサ４４で検出したブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１の
圧力を圧力信号１４４として他の入力端に入力する。これらの入力信号を基にブームシリ
ンダ３ａの目標ボトム流量を算出する。
【００５３】
　第２関数発生器１０２の演算の詳細を図４を用いて説明する。図４は本発明の作業機械
の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態を構成するコントローラの第２関数発生器の
内容を説明する特性図である。　
　図４において、縦軸はレバー操作信号１４１の操作量を示し、縦軸は目標ボトム流量（
ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１から流出する戻り油の目標流量）を示している
。図４において、実線の基本特性線ａは、従来の制御弁５による戻り油制御と同等の特性
を得るために設定されている。上側の破線で示す特性線ｂと下側の破線で示す特性線ｃは
、ボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４によって特性線ａを補正した場合を示している。
【００５４】
　具体的には、ボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４が増加すると、基本特性線ａの傾き
が増加して特性線ｂの方向に補正されて、連続的に特性が変化する。逆に、圧力信号１４
４が減少すると、基本特性線ａの傾きが減少して特性線ｃの方向に補正されて、連続的に
特性が変化する。このように、第２関数発生器は、レバー操作信号１４１に応じて基本と
なる目標ボトム流量を算出し、ボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４の変化に応じて基本
となる目標ボトム流量を補正して、最終目標ボトム流量を算出している。
【００５５】
　図３に戻り、第２関数発生器１０２は、最終目標ボトム流量信号１０２Ａを第２出力変
換部１０７と第１乗算演算器１０４とへ出力する。第２出力変換部１０７は、入力された
最終目標ボトム流量信号１０２Ａを目標電動機回転数に変換し回転数指令信号２０９Ａと
してインバータ９Ａに出力する。このことにより、油圧モータ１３の押しのけ容量に該当
する電動機１４の回転数が制御される。また、回転数指令信号２０９Ａは、第２除算演算
器１１０へ入力される。
【００５６】
　第１減算演算器１０３は、車体制御コントローラ２００から入力された推定ポンプ流量
信号１２０と最少流量信号指令部１１４からの最少流量信号とを入力し、その偏差を要求
ポンプ流量信号１０３Ａとして算出し、第２乗算演算器１０５と第２減算演算器１１２と
へ出力する。ここで、推定ポンプ流量信号１２０は、油圧ポンプ１０の吐出流量の推定値
である。
【００５７】
　第１乗算演算器１０４は、第２関数発生器１０２からの最終目標ボトム流量信号１０２
Ａとボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４とを入力し、その乗算値を回収動力信号１０４
Ａとして算出し、最小値選択演算部１０８へ出力する。
【００５８】
　第２乗算演算器１０５は、圧力センサ４０が検出した油圧ポンプ１０の吐出圧を圧力信
号１４０として一の入力端に入力し、第１減算演算器１０３が算出した要求ポンプ流量信
号１０３Ａを他の入力端に入力し、その乗算値を要求ポンプ動力信号１０５Ａとして算出
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し、最小値選択演算部１０８へ出力する。
【００５９】
　最小値選択演算部１０８は、第１乗算演算器１０４からの回収動力信号１０４Ａと、第
２乗算演算器１０５からの要求ポンプ動力信号１０５Ａとを入力し、いずれか小さい方を
補助油圧ポンプ１５の目標アシスト動力信号１０８Ａとして選択算出し、第１除算演算器
１０９へ出力する。
【００６０】
　ここで、機器の効率を考えた場合、回収した動力を電動機１４によって電気エネルギに
変換し蓄電装置９Ｃに蓄え再利用するよりも、なるべく補助油圧ポンプ１５で用いた方が
損失を少なくできるので効率が良い。このため、最小値選択演算部１０８で回収動力信号
１０４Ａと要求ポンプ動力信号１０５Ａとのいずれか小さい方を選択することにより、要
求ポンプ動力信号１０５Ａを超えない範囲で、回収動力を最大限補助油圧ポンプに供給す
ることが可能になる。
【００６１】
　第１除算演算器１０９は、最小値選択演算部１０８からの目標アシスト動力信号１０８
Ａと油圧ポンプ１０の吐出圧の圧力信号１４０とを入力し、目標アシスト動力信号１０８
Ａを圧力信号１４０で除算した値を目標アシスト流量信号１０９Ａとして算出し、第２除
算演算器１１０と第２減算演算器１１２とへ出力する。
【００６２】
　第２除算演算器１１０は、第１除算演算器１０９からの目標アシスト流量信号１０９Ａ
と第２出力変換部１０７からの回転数指令信号２０９Ａとを入力し、目標アシスト流量信
号１０９Ａを回転数指令信号２０９Ａで除算した値を補助油圧ポンプ１５の目標容量信号
１１０Ａとして算出し、第３出力変換部１１１へ出力する。
【００６３】
　第３出力変換部１１１は、入力された目標容量信号１１０Ａを例えば傾転角に変換し容
量指令信号２１５Ａとしてレギュレータ１５Ａに出力する。このことにより、補助油圧ポ
ンプ１５の容量が制御される。
【００６４】
　第２減算演算器１１２は、第１減算演算器１０３からの要求ポンプ流量信号１０３Ａと
、第１除算演算器１０９からの目標アシスト流量信号１０９Ａと、最少流量信号指令部１
１４からの最少流量信号とを入力する。第２減算演算器１１２は、要求ポンプ流量信号１
０３Ａと最少流量信号とを加算して車体制御コントローラ２００から入力された推定ポン
プ流量信号１２０を算出し、この推定ポンプ流量信号１２０と目標アシスト流量信号１０
９Ａとの偏差を目標ポンプ流量信号１１２Ａとして算出し、第４出力変換部１１３へ出力
する。
【００６５】
　第４出力変換部１１３は、入力された目標ポンプ流量信号１１２Ａを例えば傾転角に変
換し容量指令信号２１０Ａとしてレギュレータ１０Ａに出力する。このことにより、油圧
ポンプ１０の容量が制御される。
【００６６】
　次に、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態の制御ロ
ジックによる動作を図２及び図３を用いて説明する。　
　操作装置４の操作レバーをブーム下げ方向に操作すると、パイロット弁４Ａからパイロ
ット圧Ｐｄが生成され、圧力センサ４１により検出され、コントローラ１００にレバー操
作信号１４１として入力される。このとき、油圧ポンプ１０の吐出圧は圧力センサ４０に
より検出され圧力信号１４０としてコントローラ１００に入力される。また、ブームシリ
ンダ３ａのボトム側油室３ａ１の圧力は圧力センサ４４により検出され圧力信号１４４と
してコントローラ１００に入力される。
【００６７】
　コントローラ１００において、レバー操作信号１４１は、第１関数発生器１０１と第２
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関数発生器１０２とに入力される。第１関数発生器１０１は、レバー操作信号１４１が切
換開始点超過の場合にＯＮ信号を出力し、第１出力変換部１０６を介して電磁切換弁８に
ＯＮ信号が出力される。これにより、パイロット油圧ポンプ１１からの圧油は電磁切換弁
８を介して切換弁７のパイロット操作部７ａに入力される。この結果、ボトム側油路３２
が遮断する方向（切換弁７の閉止側）に切換動作が行われ、ブームシリンダ３ａのボトム
側油室３ａ１からの戻り油は、制御弁５を介してタンク１２へ流入する油路がブロックさ
れ、油圧モータ１３流入する回生回路３３に流入する。
【００６８】
　さらに、レバー操作信号１４１とボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４はコントローラ
１００において第２関数発生器１０２に入力され、第２関数発生器１０２は、レバー操作
信号１４１とボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４とに応じた最終目標ボトム流量信号１
０２Ａを算出する。最終目標ボトム流量信号１０２Ａは、第２出力変換部１０７において
目標電動機回転数に変換され、回転数指令信号２０９Ａとしてインバータ９Ａに出力され
る。
【００６９】
　このことにより、電動機１４の回転数は所望の回転数に制御される。この結果、ブーム
シリンダ３ａのボトム側油室３ａ１から排出される戻り油の流量が調整され、操作装置４
のレバー操作に応じたスムーズなシリンダ動作が実現できる。
【００７０】
　一方、車体制御コントローラ２００からコントローラ１００に入力される推定ポンプ流
量信号１２０は、最少流量信号指令部１１４からの最少流量信号とともに、第１減算演算
器１０３に入力され、第１減算演算器１０３は要求ポンプ流量信号１０３Ａを算出する。
【００７１】
　第２関数発生器１０２で算出された最終目標ボトム流量信号１０２Ａとボトム側油室３
ａ１の圧力信号１４４とは第１乗算演算器１０４に入力され、第１乗算演算器１０４は回
収動力信号１０４Ａを算出する。また、第１減算演算器１０３で算出された要求ポンプ流
量信号１０３Ａと油圧ポンプ１０の圧力信号１４０とは第２乗算演算器１０５に入力され
、第２乗算演算器１０５は要求ポンプ動力信号１０５Ａを算出する。回収動力信号１０４
Ａと要求ポンプ動力信号１０５Ａとは最小値選択演算部１０８に入力する。
【００７２】
　最小値選択演算部１０８は、２入力の内の小さい方を目標アシスト動力信号１０８Ａと
して出力する。これは、回収動力信号１０４Ａに対して、要求ポンプ動力信号１０５Ａを
超えない範囲で優先的に補助油圧ポンプ１５に用いることができる動力（エネルギ量）を
算出するものである。このことにより、電気エネルギに変換する損失を最小限に抑え、効
率の良い回生動作が行われる。
【００７３】
　最小値選択演算部１０８で算出された目標アシスト動力信号１０８Ａと油圧ポンプ１０
の吐出圧の圧力信号１４０とは第１除算演算器１０９に入力され、第１除算演算器１０９
は目標アシスト流量信号１０９Ａを算出する。
【００７４】
　第１除算演算器１０９で算出された目標アシスト流量信号１０９Ａと第２出力変換部１
０７で算出された回転数指令信号２０９Ａとは第２除算演算器１１０に入力され、第２除
算演算器１１０は、目標容量信号１１０Ａを算出する。目標容量信号１１０Ａは、第３出
力変換部１１１において例えば傾転角に変換され、容量指令信号２１５Ａとしてレギュレ
ータ１５Ａに出力される。
【００７５】
　このことにより、補助油圧ポンプ１５は、要求ポンプ動力信号１０５Ａを超えない範囲
で、なるべく多量の流量を油圧ポンプ１０に供給する制御が為される。この結果効率よく
回収動力を利用できる。
【００７６】
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　第１減算演算器１０３で算出された要求ポンプ流量信号１０３Ａと第１除算演算器１０
９で算出された目標アシスト流量信号１０９Ａと最少流量信号指令部１１４からの最少流
量信号とは第２減算演算器１１２に入力され、第２減算演算器１１２は、目標ポンプ流量
信号１１２Ａを算出する。目標ポンプ流量信号１１２Ａは、第４出力変換部１１３におい
て例えば傾転角に変換され、容量指令信号２１０Ａとしてレギュレータ１０Ａに出力され
る。
【００７７】
　このことにより、油圧ポンプ１０は補助油圧ポンプ１５から供給された流量分、容量を
低減できるので、油圧ポンプ１０の出力を低減できる。また、制御弁５に供給される圧油
の流量は、補助油圧ポンプ１５からの供給がない場合と、ある場合とで変わらないので、
操作装置２５の操作レバーに応じた良好な操作性が確保できる。
【００７８】
　上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態によれば、回生
用の油圧モータ１３に機械的に連結された油圧ポンプである補助油圧ポンプ１５を回収し
たエネルギで直接駆動することができるので、エネルギを一旦蓄える際の損失が発生しな
い。この結果、エネルギ変換損失を減少できるので効率良くエネルギを利用することが可
能になる。
【００７９】
　また、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第１の実施の形態によれば
、補助油圧ポンプ１５から供給された分だけ、油圧ポンプ１０の容量を低減するように制
御するので、制御弁５に供給される圧油の流量は変動しない。このことにより、良好な操
作性が確保できる。
【実施例２】
【００８０】
　以下、本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態を図面を用いて説
明する。図５は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態を示す駆動
制御システムの概略図、図６は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の
形態を構成するコントローラのブロック図である。図５及び図６において、図１乃至図４
に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【００８１】
　図５及び図６に示す本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態は、
大略第１の実施の形態と同様の油圧源と作業機等とで構成されるが、以下の構成が異なる
。本実施の形態においては、電磁切換弁８を電磁比例弁６０とし、切換弁７を制御弁６１
に変更した点と、油圧モータ１３を可変容量型油圧モータ６２に替え、モータ容量を可変
するモータレギュレータ６２Ａを設けた点が異なる。モータレギュレータ６２Ａは、コン
トローラ１００からの指令により可変容量型油圧モータ６２の容量を変化させる。また、
コントローラ１００は、流量制限演算部１３０と動力制限演算部１３１と第３除算演算器
１３３と第３関数発生器１３４と第５出力変換部１３５と一定回転数指令部１３６と第４
除算演算器１３７と第６出力変換部１３８とを設けた点が第１の実施の形態と異なる。
【００８２】
　本実施の形態においては、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１からの戻り油を制
御弁６２で分流可能にすると共に、電動機１４を一定の回転数で回し、可変容量型油圧モ
ータ６２の容量を制御することで回生流量を制御している。このことにより、電動機１４
の最大動力または油圧モータ６２の最大回収流量を上回るエネルギ／流量がブームシリン
ダ３ａから排出された場合であっても、機器の破損を防ぐことができると共に、ブームの
操作性を確保できる。図５において、第１の実施の形態と異なる部位について説明する。
【００８３】
　ボトム側油路３２には切換弁７に替えて、制御弁６１が設けられている。制御弁６１は
、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１からの戻り油の内、制御弁５を介してタンク
１２に排出する流量を分流制御する。
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【００８４】
　制御弁６１は、一端側にばね６１ｂを、他端側にパイロット受圧部６１ａを有している
。制御弁６１のスプールは、パイロット受圧部６１ａに入力されるパイロット圧油の圧力
に応じて移動するので、圧油が通過する開口面積が制御され、パイロット圧油の圧力があ
る一定値以上のときには完全に閉止する。このことにより、ブームシリンダ３ａのボトム
側油室３ａ１からの戻り油の内、制御弁５を介してタンク１２に排出する流量を制御でき
る。パイロット受圧部６１ａには、パイロット油圧ポンプ１１から後述する電磁比例減圧
弁６０を介してパイロット圧油が供給されている。
【００８５】
　本実施の形態における電磁比例減圧弁６０の入力ポートには、パイロット油圧ポンプ１
１から出力される圧油が入力されている。一方、電磁比例減圧弁６０の操作部には、コン
トローラ１００から出力される指令信号御が入力されている。この指令信号に応じて電磁
比例減圧弁６０のスプール位置が調整され、これにより、パイロット油圧ポンプ１１から
制御弁６１のパイロット受圧部６１ａに供給されるパイロット圧油の圧力が適宜調整され
ている。
【００８６】
　コントローラ１００は、コントローラ内部で演算した制御弁６１に分流すべき目標排出
流量になるように、電磁比例減圧弁６０に制御指令を出力し、制御弁６１の開口面積を調
整する。
【００８７】
　次に、本実施の形態におけるコントローラ１００の制御の概要について図６を用いて説
明する。図６において、第１の実施の形態と異なる部位について説明する。　
　本実施の形態においては、第３関数発生器１３４からの目標面積信号１３４Ａを第５出
力変換部１３５に出力し、第５出力変換部１３５は、入力された目標開口面積信号１３５
Ａを電磁比例減圧弁６０の制御指令に変換し電磁弁指令信号２６０Ａとして電磁比例減圧
弁６０に出力する。このことにより、制御弁６１の開度が制御され、ブームシリンダ３ａ
のボトム側油室３ａ１からの戻り油の内、制御弁５を介してタンク１２に排出する流量を
制御できる。また、第４除算演算器１３７からの目標容量信号１３７Ａを第６出力変換部
１３８に出力し、第６出力変換部１３８は、入力された目標容量信号１３７Ａを例えば傾
転角に変換し容量指令信号２６２Ａとしてレギュレータ６２Ａに出力する。このことによ
り、可変容量型油圧モータ６２の容量が制御される。
【００８８】
　本実施の形態におけるコントローラ１００は、第１の実施の形態における第１関数発生
器１０１と第１出力変換部１０６とを省略し、残りの演算器に加えて、流量制限演算部１
３０と動力制限演算部１３１と第３除算演算器１３３と第３関数発生器１３４と第５出力
変換部１３５と一定回転数指令部１３６と第４除算演算器１３７と第６出力変換部１３８
とを備えている。
【００８９】
　流量制限演算部１３０は、図６に示すように第２関数発生器１０２が算出した最終目標
ボトム流量信号１０２Ａを入力して、可変容量型油圧ポンプ６２の最大回収流量の上限で
制限した制限流量信号１３０Ａを出力する。油圧モータは一般的に最大流量が決まってい
ることから、機器の仕様に合わせた特性が設定される。制限流量信号１３０Ａは、第１乗
算演算器１０４へ出力される。
【００９０】
　第１乗算演算器１０４は、流量制限演算部１３０からの制限流量信号１３０Ａとボトム
側油室３ａ１の圧力信号１４４とを入力し、その乗算値を回収動力信号１０４Ａとして算
出し、動力制限演算部１３１へ出力する。
【００９１】
　動力制限演算部１３１は、第１乗算演算器１０４が算出した回収動力信号１０４Ａを入
力して、電動機１４の最大動力の上限で制限した制限回収動力信号１３１Ａを出力する。
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電動機１４に関しても、一般的に最大動力が決まっていることから、機器の仕様に合わせ
た特性が設定される。制限回収動力信号１３１Ａは、第３除算演算器１３２と最小値選択
演算部１０８とへ出力される。流量制限演算部１３０と動力制限演算部１３１とで、制限
をかけることにより、機器の破損を防止できる。
【００９２】
　第３除算演算器１３２は、動力制限演算部１３１からの制限回収動力信号１３１Ａとボ
トム側油室３ａ１の圧力信号１４４とを入力し、制限回収動力信号１３１Ａを圧力信号１
４４で除算した値を目標回収流量信号１３２Ａとして算出し、第３減算演算器１３３と第
４除算演算器１３７とへ出力する。
【００９３】
　第３減算演算器１３３は、第２関数発生器１０２からの最終目標ボトム流量信号１０２
Ａと第３除算演算器１３２からの目標回収流量信号１３２Ａとを入力し、その偏差を制御
弁６１に分流すべき目標排出流量信号１３３Ａとして算出し、第３関数発生器１３４へ出
力する。
【００９４】
　第３関数発生器１３４は、圧力センサ４４で検出したブームシリンダ３ａのボトム側油
室３ａ１の圧力を圧力信号１４４として一の入力端に入力し、第３減算演算部１３３から
の制御弁６１に分流すべき目標排出流量信号１３３Ａを他の入力端に入力する。これらの
入力信号からオリフィスの数式に基づいて制御弁６１の目標開口面積を算出し、目標開口
面積信号１３４Ａを第５出力変換部１３５へ出力する。
【００９５】
　ここで、制御弁６１の目標開口面積Ａは以下の式（１）と（２）で算出される。目標排
出流量をＱｔ、流量係数をＣ、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１の圧力をＰｂ、
制御弁６１の開口面積をＡ、タンク圧を０ＭＰａとすると、　
　Ｑｔ＝ＣＡ√Ｐｂ・・・・・（１）
となり、Ａについて解くと　
　Ａ０＝Ｑ０／（Ｃ√Ｐｂ）・・・（２）
となる。よって、式（２）より制御弁６１の開口面積を算出できる。
【００９６】
　第５出力変換部１３５は、入力された目標開口面積信号１３４Ａを電磁比例減圧弁６０
の制御指令に変換し電磁弁指令信号２６０Ａとして電磁比例減圧弁６０に出力する。この
ことにより、制御弁６１の開度が制御され、制御弁６１に分流すべき流量が制御される。
【００９７】
　一定回転数指令部１３６は、電動機１４の回転数を最大回転数の一定回転数で回すため
に、電動機の回転数指令信号を第２出力変換部１０７に出力する。第２出力変換部１０７
は、入力された回転数指令信号を目標電動機回転数に変換し回転数指令信号２０９Ａとし
てインバータ９Ａに出力する。
【００９８】
　一定回転数指令部１３６は、電動機の回転数指令信号を第２除算演算器１１０の他端と
第４除算演算器１３７の他端にも出力する。
【００９９】
　第２除算演算器１１０は、第１除算演算器１０９からの目標アシスト流量信号１０９Ａ
と一定回転数指令部１３６からの電動機の回転数指令信号とを入力し、目標アシスト流量
信号１０９Ａを電動機の回転数指令信号で除算した値を補助油圧ポンプ１５の目標容量信
号１１０Ａとして算出し、第３出力変換部１１１へ出力する。
【０１００】
　第４除算演算器１３７は、第３除算演算器１３２からの目標回収流量信号１３２Ａと一
定回転数指令部１３６からの電動機の回転数指令信号とを入力し、目標回収流量信号１３
２Ａを電動機の回転数指令信号で除算した値を可変容量型油圧モータ６２の目標容量信号
１３７Ａとして算出し、第６出力変換部１３８へ出力する。
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【０１０１】
　第６出力変換部１３８は、入力された目標容量信号１３７Ａを例えば傾転角に変換し容
量指令信号２６２Ａとしてレギュレータ６２Ａに出力する。このことにより、可変容量型
油圧モータ６２の容量が制御される。
【０１０２】
　次に、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態の制御ロ
ジックによる動作を図５及び図６を用いて説明する。　
　図６に示す第２関数発生器１０２から出力された最終目標ボトム流量信号１０２Ａは、
流量制限演算部１３０によって可変容量型油圧モータ６２の最大流量の制限流量信号１３
０Ａに制限される。このことにより、可変容量型油圧モータ６２に仕様以上の流量が流れ
ないように制限され、可変容量型油圧モータ６２の破損を防ぐことができる。
【０１０３】
　また、この制限された最終目標ボトム流量信号１０２Ａは第１乗算演算器１０４にボト
ム側油室３ａ１の圧力信号１４４と共に入力され、回収動力信号１０４Ａが算出される。
【０１０４】
　算出された回収動力信号１０４Ａは、動力制限演算部１３１によって電動機１４の最大
動力の上限で制限した制限回収動力信号１３１Ａに制限される。このことにより、過大な
エネルギが電動機軸に入力されることを防ぎ、機器の破損、または過速度を回避すること
ができる。
【０１０５】
　動力制限演算部１３１から出力された制限回収動力信号１３１Ａは、第３除算演算器１
３２にボトム側油室３ａ１の圧力信号１４４と共に入力され、目標回収流量信号１３２Ａ
が算出される。
【０１０６】
　さらに、目標回収流量１３２Ａは、最終目標ボトム流量信号１０２Ａと共に第３減算演
算器１３３に入力され、オペレータの望む所望のブームシリンダ速度を実現するために制
御弁６１に分流すべき目標排出流量信号１３３Ａを算出する。
【０１０７】
　目標排出流量信号１３３Ａは、第３関数発生器１３４にボトム側油室３ａ１の圧力信号
１４４と共に入力され制御弁６１の目標開口面積が算出される。この目標開口面積の信号
は、第５出力変換部１３５を介して電磁弁指令信号２６０Ａとして電磁弁６０に出力され
る。
【０１０８】
　このことにより、図５に示すブームシリンダ３ａからの排出油は制御弁６１にも分流さ
れ、可変容量型油圧モータ６２で回収できない流量を流し、オペレータの望むブームシリ
ンダ速度を確保することが可能となる。
【０１０９】
　図６にもどり、第３除算演算器１３２から出力された目標回収流量信号１３２Ａは、一
定回転数指令部１３６からの電動機の回転数指令信号と共に第４除算演算器１３７に入力
され、可変容量型油圧モータ６２の目標容量が算出される。この目標容量の信号は、第６
出力変換部１３８を介して容量指令信号２６２Ａとしてレギュレータ６２Ａに出力する。
【０１１０】
　このことにより、可変容量型油圧モータ６２には、回転軸に連結された機器の仕様によ
って、流量制限及び動力制限がなされた流量の作動油が流入する。この結果、過大な動力
が入力されることがないので、機器の破損、または過速度の発生を防ぐことができる。
【０１１１】
　なお、本実施の形態においては、回収動力の流量制限と、動力の制限とを同時に行う場
合を例に説明したが、これに限る必要はなく、機器の仕様に合わせて、適宜選択して設計
することが望ましい。例えば、電動機のトルクが十分であり、動力制限を行う必要がなけ
れば、流量制限のみを行う制御ロジックを作成しても良い。
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【０１１２】
　上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態によれば、第１
の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１３】
　また、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第２の実施の形態によれば
、回生用の可変容量型油圧モータ６２には、機器の仕様に応じた流量制限及び動力制限が
なされた流量の作動油が流入するので、過大な動力が入力されることがない。この結果、
機器の破損、または過速度の発生を防ぐことができ、信頼性が向上する。
【実施例３】
【０１１４】
　以下、本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態を図面を用いて説
明する。図７は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態を構成する
コントローラのブロック図、図８は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実
施の形態を構成するコントローラの可変動力制限演算部の内容を説明する特性図である。
図７及び図８において、図１乃至図６に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、
その詳細な説明は省略する。
【０１１５】
　図７及び図８に示す本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態は、
第２の実施の形態と同様の油圧源と作業機等とで構成されるが、制御ロジックの構成が異
なる。本実施の形態においては、第２の実施の形態における動力制限演算部１３１に替え
て可変動力制限演算部１４０を設けた点が第２の実施の形態と異なる。第２の実施の形態
においては、電動機１４の最大動力だけで、可変容量型油圧モータ６２への作動油の流入
流量等を制限していたが、本実施の形態においては、電動機１４の最大動力と補助油圧ポ
ンプ１５の要求ポンプ動力の合計で制限をかけている。このことにより、動力制限の上限
が上がるので、回収するエネルギをさらに増加でき、燃費低減効果が向上する。
【０１１６】
　図７に示すように、可変動力制限演算部１４０は、第１乗算演算器１０４が算出した回
収動力信号１０４Ａと、第２乗算演算器１０５が算出した要求ポンプ動力信号１０５Ａと
を入力して、電動機１４の最大動力の上限と補助油圧ポンプ１５の要求動力とに応じた制
限付き回収動力信号１４０Ａを出力する。制限付き回収動力信号１４０Ａは、第３除算演
算器１３２と最小値選択演算部１０８とへ出力される。
【０１１７】
　可変動力制限演算部１４０の演算の詳細を図８を用いて説明する。図８において、横軸
は第１乗算演算器１０４が算出した回収動力信号１０４Ａである目標回収動力を示し、縦
軸は可変動力制限演算部１４０が算出した制限付き回収動力を示している。図８において
、実線の特性線ｘは、横軸に平行な上限制限線を電動機１４の最大動力で規定している。
このとき、第２乗算演算器１０５から入力される要求ポンプ動力信号１０５Ａは０となる
。
【０１１８】
　可変動力制限演算部１４０に入力される要求ポンプ動力信号１０５Ａが０から増加した
場合、特性線ｘの上限制限線は、その増加分だけｙ方向に上方に移動する。換言すると、
可変動力制限演算部１４０は、要求ポンプ動力の入力分だけ、制限付き回収動力の上限を
増加させる。
【０１１９】
　このことにより、目標回収動力の上限が上がり、回収動力が増加し燃費低減効果が上が
ると共に、電動機１４の動力を超えたエネルギが可変容量型油圧モータ６２に入力されて
も、補助油圧ポンプ１５で使われることにより、電動機１４には、仕様を超える動力が入
ることを防ぐことができる。
【０１２０】
　上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態によれば、第１
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の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２１】
　また、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第３の実施の形態によれば
、目標回収動力の上限が上がり、回収動力が増加し燃費低減効果が上がる。この結果、機
器の破損、または過速度の発生を防ぐことができ、信頼性が向上する。
【実施例４】
【０１２２】
　以下、本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態を図面を用いて説
明する。図９は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態を示す駆動
制御システムの概略図、図１０は本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施
の形態を構成するコントローラのブロック図である。図９及び図１０において、図１乃至
図８に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【０１２３】
　図９及び図１０に示す本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態は
、大略第１の実施の形態と同様の油圧源と作業機等とで構成されるが、以下の構成が異な
る。本実施の形態においては、油圧ポンプ１０の油路３０へ供給する補助油圧ポンプ１５
の圧油の流量制御を、補助油圧ポンプ１５の容量制御ではなく、補助油路３１に連結され
た排出回路としての排出油路３４に設けたブリード弁１６の開口面積を調整することで行
う点が異なる。したがって、補助油圧ポンプ１５を固定容量型油圧ポンプで構成する点が
異なる。また、コントローラ１００は、第４関数発生器１２２と第４減算演算器１２３と
開口面積演算部１２４と第７出力変換部１２５とを設けた点が第１の実施の形態と異なる
。
【０１２４】
　図９において、第１の実施の形態と異なる部位について説明する。　
　補助油路３１における補助油圧ポンプ１５とチェック弁６との間の部位にタンク１２と
連通する排出油路３４が連結されている。排出油路３４には、補助油路３１からタンク１
２に排出される油の流量を制御するブリード弁１６が設けられている。
【０１２５】
　ブリード弁１６は、一端側にばね１６ｂを、他端側にパイロット受圧部１６ａを有して
いる。ブリード弁１６のスプールは、パイロット受圧部１６ａに入力されるパイロット圧
油の圧力に応じて移動するので、圧油が通過する開口面積が制御され、パイロット圧油の
圧力がある一定値以上のときには完全に閉止する。このことにより、補助油路３１からタ
ンク１２に排出される排出油路３４を流れる油の流量を制御できる。パイロット受圧部１
６ａには、パイロット油圧ポンプ１１から後述する電磁比例減圧弁１７を介してパイロッ
ト圧油が供給されている。
【０１２６】
　本実施の形態における電磁比例減圧弁１７の入力ポートには、パイロット油圧ポンプ１
１から出力される圧油が入力されている。一方、電磁比例減圧弁１７の操作部には、コン
トローラ１００から出力される指令信号が入力されている。この指令信号に応じて電磁比
例減圧弁１７のスプール位置が調整され、これにより、パイロット油圧ポンプ１１からブ
リード弁１６のパイロット受圧部１６ａに供給されるパイロット圧油の圧力が適宜調整さ
れている。
【０１２７】
　コントローラ１００は、コントローラ内部で演算した目標アシスト流量になるように、
補助油圧ポンプ１５の吐出流量と目標アシスト流量の差をブリード弁１６を介してタンク
１２へ流すように、電磁比例減圧弁１７に制御指令を出力し、ブリード弁１６の開口面積
を調整する。
【０１２８】
　次に、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態の動作の
概要を説明する。操作装置４の操作レバーをブーム下げ方向で規定値以下に操作した場合
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の動作は、第１の実施の形態と同様なので省略する。
【０１２９】
　オペレータが操作装置４の操作レバーをブーム下げ方向に、規定値以上に操作すると、
コントローラ１００は、電磁切換弁８へ切換指令を、インバータ９Ａへ回転数指令を、ブ
リード弁１６を制御する電磁比例弁１７へ制御指令を、油圧ポンプ１０のレギュレータ１
０Ａへ容量指令をそれぞれ出力する。
【０１３０】
　この結果、切換弁７が遮断位置に切換り、ブームシリンダ３ａのボトム側油室３ａ１か
らの戻り油は、制御弁５への油路が遮断されるため、回生回路３３に流れ、油圧モータ１
３を駆動してその後タンク１２に排出される。
【０１３１】
　油圧モータ１３の駆動力により補助油圧ポンプ１５は回転する。補助油圧ポンプ１５の
吐出した圧油は、補助油路３１とチェック弁６とを介して油圧ポンプ１０の吐出した圧油
と合流し、油圧ポンプ１０の動力をアシストするように動作する。
【０１３２】
　コントローラ１００は、電磁比例減圧弁１７に制御指令を出力し、ブリード弁１６の開
口面積を制御することで油圧ポンプ１０と合流する補助油圧ポンプ１５からの圧油流量を
調整する。このことにより、油圧ポンプ１０への合流流量が所望の流量に制御される。ま
た、コントローラ１００は、補助油圧ポンプ１５から供給された圧油の流量分、油圧ポン
プ１０の容量を低減するようにレギュレータ１０Ａへ容量指令を出力する。
【０１３３】
　油圧モータ１３に入力された油圧エネルギの内、補助油圧ポンプ１５で消費しきれなか
った余剰エネルギは、電動機１４を駆動し発電することで費やされる。電動機１４の発電
した電気エネルギは蓄電装置９Ｃに蓄えられる。
【０１３４】
　本実施の形態においては、ブームシリンダ３ａから排出された圧油のエネルギは、油圧
モータ１３によって回収し、補助油圧ポンプ１５の駆動力として油圧ポンプ１０の動力を
アシストする。また、余分な動力は、電動機１４を介して蓄電装置９Ｃに蓄える。このこ
とにより、エネルギの有効用と燃費の低減とを図っている。また、合流流量の調整をブリ
ード弁１６の開口面積の調整で行うことから、補助油圧ポンプ１５は固定容量型油圧ポン
プで良い。この結果、動力回生装置７０の構成が単純になる。
【０１３５】
　次に、本実施の形態におけるコントローラ１００の制御の概要について図１０を用いて
説明する。図１０において、第１の実施の形態と異なる部位について説明する。　
　第１の実施の形態においては、目標アシスト流量信号１０９Ａを最終目標ボトム流量信
号１０２Ａで除算して算出した目標容量信号１１０Ａを第３出力変換部１１１からレギュ
レータ１５Ａに出力していたが、本実施の形態においては、開口面積演算部１２４からの
目標開口面積信号１２４Ａを第７出力変換部１２５に出力し、第７出力変換部１２５は、
入力された目標開口面積信号１２４Ａを電磁比例減圧弁１７の制御指令に変換し電磁弁指
令２１７として電磁比例減圧弁１７に出力する。このことにより、ブリード弁１６の開度
が制御され、タンク１２側に排出される補助油圧ポンプ１５の流量が制御される。この結
果、補助油圧ポンプ１５から吐出される圧油の油圧ポンプ１０への合流流量が所望の流量
に制御される。
【０１３６】
　本実施の形態におけるコントローラ１００は、第１の実施の形態における第２除算演算
器１１０と第３出力変換部１１１とを省略し、残りの演算器に加えて、第４関数発生器１
２２と第４減算演算器１２３と開口面積演算部１２４と第７出力変換部１２５とを備えて
いる。
【０１３７】
　第４関数発生器１２２は、図１０に示すように第２関数発生器１０２が算出した最終目
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標ボトム流量信号１０２Ａを入力し、最終ボトム流量信号１０２Ａを基に補助油圧ポンプ
１５の吐出流量信号１２２Ａを算出する。吐出流量信号１２２Ａは、第４減算演算器１２
３へ出力される。
【０１３８】
　第４減算演算器１２３は、第４関数発生器１２２からの補助油圧ポンプ１５の吐出流量
信号１２２Ａと、第１除算演算器１０９からの目標アシスト流量信号１０９Ａとを入力し
、その偏差を目標ブリード流量信号１２３Ａとして算出し、開口面積演算部１２３の一の
入力端へ出力する。
【０１３９】
　開口面積演算部１２４は、第４減算演算器１２３からの目標ブリード流量信号１２３Ａ
を一の入力端に入力し、圧力センサ４０が検出した油圧ポンプ１０の吐出圧を圧力信号１
４０として他の入力端に入力する。これらの入力信号からオリフィスの数式に基づいてブ
リード弁１６の目標開口面積を算出し、目標開口面積信号１２４Ａを第７出力変換部１２
５へ出力する。
【０１４０】
　ここで、ブリード弁１６の目標開口面積Ａ０は以下の式（３）で算出される。　Ａ０＝
Ｑ０／Ｃ√ＰＰ・・・・（３）
ここで、Ｑ０は目標ブリード流量、ＰＰは油圧ポンプ圧力、Ｃは流量係数である。
【０１４１】
　第７出力変換部１２５は、入力された目標開口面積信号１２４Ａを電磁比例減圧弁１７
の制御指令に変換し電磁弁指令２１７として電磁比例減圧弁１７に出力する。このことに
より、ブリード弁１６の開度が制御され、タンク１２側に排出される補助油圧ポンプ１５
の流量が制御される。
【０１４２】
　次に、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態の制御ロ
ジックによる動作を図９及び図１０を用いて説明する。第１の実施の形態に加えられた演
算器に関する部分について説明する。
【０１４３】
　コントローラ１００において、第２関数発生器１０２で算出された最終目標ボトム流量
信号１０２Ａは、第４関数発生器１２２に入力され、第４関数発生器１２２は、補助油圧
ポンプ１５の吐出流量信号１２２Ａを算出する。
【０１４４】
　第４関数発生器１２２で算出された吐出流量信号１２２Ａと第１除算演算器１０９で算
出された目標アシスト流量信号１０９Ａとは第４減算演算器１２３に入力され、第４減算
演算器１２３は、目標ブリード流量信号１２３Ａを算出する。目標ブリード流量信号１２
３Ａは、開口面積演算部１２４に入力される。
【０１４５】
　開口面積演算部１２４では、入力された目標ブリード流量信号１２３Ａと油圧ポンプ１
０の圧力信号１４０とからブリード弁１６の開口面積信号１２４Ａを算出し、第７出力変
換部１２５へ出力する。
【０１４６】
　第７出力変換部１２５は、ブリード弁１６が算出した開口面積となるように、電磁比例
減圧弁１７へ制御指令を出力する。このことにより、補助油圧ポンプ１５から吐出された
圧油の余剰流量はブリード弁１６を介してタンク１２に排出される。この結果、油圧ポン
プ１０の圧油と補助油圧ポンプ１５の圧油の合流流量が所望の流量に調整される。
【０１４７】
　上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態によれば、第１
の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４８】
　また、上述した本発明の作業機械の圧油エネルギ回生装置の第４の実施の形態によれば
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、油圧ポンプ１０の動力をアシストする補助油圧ポンプ１５からの圧油の流量調整をブリ
ード弁１６の開口面積の調整で行う。このことにより、動力回生装置７０の構成が単純に
なり、生産コストの低減と保守性の向上が図れる。
【０１４９】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１５０】
１　　　　　油圧ショベル
１ａ　　　　ブーム
３ａ　　　　ブームシリンダ
３ａ１　　　ボトム側油室
３ａ２　　　ロッド側油室
４　　　　　操作装置
４Ａ　　　　パイロット弁
５　　　　　制御弁
６　　　　　チェック弁
７　　　　　切換弁
８　　　　　電磁切換弁
９Ａ　　　　インバータ
９Ｂ　　　　チョッパ
９Ｃ　　　　蓄電装置
１０　　　　油圧ポンプ
１０Ａ　　　レギュレータ
１１　　　　パイロット油圧ポンプ
１２　　　　タンク
１３　　　　油圧モータ
１４　　　　電動機
１５　　　　補助油圧ポンプ
１５Ａ　　　レギュレータ
１６　　　　ブリード弁
１７　　　　電磁比例減圧弁
２４　　　　操作装置
２４Ａ　　　パイロット弁
２５　　　　チョッパ
３０　　　　油路
３１　　　　補助油路
３２　　　　ボトム側油路
３３　　　　回生回路
３４　　　　排出油路
４０　　　　圧力センサ（油圧ポンプ吐出圧検出手段）
４１　　　　圧力センサ（ブーム下げ操作量検出手段）
４２　　　　圧力センサ
４３　　　　圧力センサ
４４　　　　圧力センサ（ボトム側油室圧力検出手段）
５０　　　　エンジン
６０　　　　電磁比例減圧弁
６１　　　　制御弁
６２　　　　可変容量型油圧モータ
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６２Ａ　　　レギュレータ
７０　　　　動力回生装置
１００　　　コントローラ（制御装置）
２００　　　車体制御コントローラ

【図１】 【図２】
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